
平
成
二
十
八
年
三
月
八
日
提
出

質

問

第

一

七

五

号

辺
野
古
へ
の
米
軍
基
地
移
設
工
事
の
法
的
根
拠
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二
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辺
野
古
へ
の
米
軍
基
地
移
設
工
事
の
法
的
根
拠
に
関
す
る
質
問
主
意
書

沖
縄
県
の
米
軍
普
天
間
飛
行
場
（
宜
野
湾
市
）
の
移
設
計
画
を
巡
り
、
移
設
先
で
あ
る
名
護
市
辺
野
古
沿
岸
部
の
埋
め
立
て

工
事
（
「
本
工
事
」
と
い
う
。
）
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
世
論
の
多
数
は
辺
野
古
移
設
に
反
対
し
て
お
り
、
国
民
の
理
解
は

進
ん
で
い
な
い
。

そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
に
基
づ
い
て
移
設
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
も
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
工
事
の
事
業
主
体
は
沖
縄
防
衛
局
で
あ
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
事
業
主
体
は
政
府
で
は
な
い
の
か
。
す
な
わ
ち
、

防
衛
省
設
置
法
第
四
条
で
は
、
「
防
衛
省
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
」
と
し
て
、
同
条
第
十
九
号
で
、
「
条
約

に
基
づ
い
て
日
本
国
に
あ
る
外
国
軍
隊
（
以
下
「
駐
留
軍
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
供
す
る
施
設
及
び
区
域
の
決
定
、
取
得

及
び
提
供
並
び
に
駐
留
軍
に
提
供
し
た
施
設
及
び
区
域
の
使
用
条
件
の
変
更
及
び
返
還
に
関
す
る
こ
と
」
と
規
定
さ
れ
て
お

り
、
防
衛
省
、
ひ
い
て
は
、
政
府
が
主
体
と
し
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
工
事
の
事
業
主
体
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

米
軍
が
辺
野
古
に
基
地
を
設
置
で
き
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
、
根
拠
と
な
る
法
令
等
を
明
示
し
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た

一



い
。

三

日
米
安
全
保
障
条
約
第
六
条
で
は
、
「
日
本
国
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維

持
に
寄
与
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
そ
の
陸
軍
、
空
軍
及
び
海
軍
が
日
本
国
に
お
い
て
施
設
及
び
区
域
を
使
用
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
十
九
号
で
は
、
「
条
約
に
基
づ
い
て
日
本
国

に
あ
る
外
国
軍
隊
（
以
下
「
駐
留
軍
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
供
す
る
施
設
及
び
区
域
」
の
「
提
供
」
が
防
衛
省
の
事
務
と

し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
沖
縄
防
衛
局
な
ど
の
日
本
政
府
の
一
機
関
が
事
業
主
体
と
し
て
行
っ
た
工
作
物

等
に
つ
い
て
米
軍
に
提
供
す
る
か
か
る
規
定
は
、
わ
が
国
の
国
有
財
産
を
十
分
な
国
民
の
チ
ェ
ッ
ク
も
な
い
ま
ま
、
米
軍
に

提
供
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。
日
米
地
位
協
定
第
二
条
一
（
ａ
）
で
は
、
「
合
衆
国
は
、
相
互
協
力
及
び

安
全
保
障
条
約
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
国
内
の
施
設
及
び
区
域
の
使
用
を
許
さ
れ
る
。
個
個
の
施
設
及
び
区
域
に

関
す
る
協
定
は
、
第
二
十
五
条
に
定
め
る
合
同
委
員
会
を
通
じ
て
両
政
府
が
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る

が
、
具
体
的
に
政
府
は
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
で
本
工
事
の
工
作
物
等
を
米
軍
に
提
供
す
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
具
体
的
に

示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


